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平成３０年度第７回医学研究院教授会・医学部教授会議事概要 

 

Ⅰ．日 時  平成３０年１１月１２日（月）１５時３０分～１６時３０分 

 

Ⅱ．場 所  医学部３階会議室 

 

Ⅲ．議事要旨の確認 

平成３０年度第６回医学研究院教授会・医学部教授会（１０月９日開催）議事要旨が確認さ

れた。 

 

Ⅳ．医学研究院議題 

１． 大学院医学研究院長候補者の選出について            

 中山議長から本件について付議，学長からの推薦依頼により大学院医学研究院長候補者の選

出は，「大学院医学研究院長候補者選出日程等」（案）に基づき実施する旨，説明，審議，承認

を得た。 

 

２．研究領域のあり方ＷＧ（細胞分子医学・公衆衛生学）の設置について     

    中山議長から本件について付議，細胞分子医学・公衆衛生学のあり方ＷＧの設置について

資料に基づき説明，審議，承認を得た。 

 

３．准教授(呼吸器病態外科学・附属法医学教育研究センター)候補者の選考について(第１回) 

中山議長から本件について付議，候補者に係る経歴，業績等について資料に基づき説明，
審議，次回定例教授会（１２月１０日（月）開催予定）において准教授候補者の任用につ

いて投票により学長へ推薦することが決定された。 

 

４．特任教授の任用（継続）について                     

中山議長から本件について付議，横手教授より候補者に係る経歴，業績等について資料に 

 基づき説明，審議，１名の特任教授任用（継続）について学長へ推薦することが決定された。 

  

 

５．客員教授等の称号付与について                      

中山議長から本件について付議，瀧口（正）教授より候補者に係る経歴，業績等について

資料に基づき説明，審議，新規１名の客員教授の称号付与が決定された。 

 

６．研究領域名の変更について                        

    中山議長から本件について付議、横手教授より、細胞治療内科学研究領域を、内分泌代謝・

血液・老年内科学研究領域として、平成 31年 1月 1日付で名称変更したい旨資料に基づき説

明，審議，承認を得た。 

 

Ⅴ．医学部議題 

１．地域枠と千葉県医師修学資金貸付制度について  

  中山議長から本件について付議、三木総括副研究院長より資料に基づき説明があり、地域

枠と千葉県医師修学資金貸付制度への対応について意見交換が行われた。 

 



 ２ 

２．千葉大学 SEEDS基金による奨学金(給付型)に係る候補者の推薦について   

  中山議長から本件について付議、清水学部教育委員会委員長より資料に基づき説明、審議、

承認を得た。 

 

Ⅵ．幹事会議議事                               

  中山議長から本件について付議，１０月２２日（月）開催の幹事会議審議内容等について

資料に基づき説明，審議，各議事の追認を得た。 

 

Ⅶ．報告事項 

１．教育研究評議会について                   

  中山議長から，１０月１１日（木）、１１月８日（木）開催の教育研究評議会の議事等につ

いて、資料に基づき報告があった。   

 

２．大学運営会議について             

 中山議長から，１０月１１日（木）及び、１０月２５日（木）、１１月８日（木）開催の大 

学運営会議の議事等について資料に基づき報告があった。 

 

３．教授候補者審査委員会委員について                  

 三木総括副研究院長から，医学教育学・教授候補者審査委員会の助教会選出委員について、 

資料に基づき報告があった。 

 

４．医学研究院・医学部常置委員会委員について              

  三木総括副研究院長から，准講会選出委員２名の退職に伴う交代について、資料に基づき

報告があった。 

 

５．倫理審査について                          

  伊豫倫理審査委員会委員長から、資料に基づき報告があった。 

   

６．生命倫理審査について                        

  羽田生命倫理審査委員会委員長から、資料に基づき報告があった。 

 

７．平成 30年度医師修学資金貸付受給学生（追加募集）の決定について    

  生坂千葉県医師修学資金制度委員会委員長から、資料に基づき報告があった。 

 

８．第９回白衣式の実施について                    

  清水学部教育委員会委員長から、資料に基づき報告があった。 

 

９．教授会費について                      

中山議長から，資料に基づき説明、教授会費を、各教授より月額 1,000円／年額 12,000 

円徴収に変更することが報告された。 

 

１０．勤怠管理システムの導入について            

  中山事務長から、資料に基づき報告があった。 

 



 ３ 

１１．臨床研究法施行に伴う研究内容の点検について            

  松原教授（附属病院臨床研究推進本部長）、及び菅原准教授（同本部）から、資料に基づき 

報告及び、研究内容点検についてのリマインドが行われた。 

 

Ⅷ．連絡事項 

１．次回教授会について 

平成３０年１２月１０日（月） 定例教授会 １５時３０分から 

 

２．大学院医学研究院・医学部附属病院合同懇親会（新年会）について   

平成３１年１月１５日（火）１８時３０分から     場所：京成ホテルミラマーレ 

 

以 上 


